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「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その５)」 

及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調査)報告書

(平成１６年度)」についての助言等及び博覧会協会の見解 

 

１ 「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その

５)」及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調

査)報告書(平成16年度)」についての経済産業大臣の助言及び博覧会協会の見解 

助     言 見     解 

１．追跡調査報告書に記載された解体・撤去工

事の環境保全措置を実施するに当たっては、

以下の点に留意しながら、一層の環境保全に

努めること。 

① 動植物のモニタリング調査において、監視

目標と異なる状況が認められた場合には、そ

の時点の周辺の工事や環境の状況等を把握

しておくなど、必要に応じて環境保全措置の

改善に資するような調査に努めること。 

 

 

 

 

① 動植物のモニタリング調査において、監視

目標と異なる状況が認められた場合には、そ

の時点の周辺の工事や環境の状況等を把握

するなど、必要に応じて環境保全措置の改善

に資するような調査に努めてまいります。 

② 水質について、沈砂池からの放流水の濁度

が監視目標を超えることがあることから、そ

の原因を検討し、必要な環境保全措置を実施

し、水質管理を適切に行うこと。 

② 建設工事中の、沈砂池からの放流水の濁度

が監視目標を超えることがあったことから、

管理目標超過の原因を検討し、必要な環境保

全措置を実施し、水質管理を適切に行ってま

いります。 

２．概要版を含め報告書の作成に当たっては、

一般の国民に正確に理解してもらえるよう、

分かりやすい記述や説明を心掛けること。 

 

２．博覧会協会が作成する報告書等の作成に当

たっては、一般国民の方々に報告書等を正確

に理解していただけるよう、わかりやすい記

述や説明に心掛けてまいります。 

３．本環境影響評価手続きにおいては、「人と

自然の共生」という理念の実現の観点から、

単なる環境影響の評価にとどまらず、影響の

回避・低減努力や事業計画へのフィードバッ

クも基本的には十分に行われてきたと判断

される。今回、獲得された新たな知見、ノウ

ハウ等が21世紀における人類共通のモデル

となり、将来の類似の事業における環境影響

評価手続きにおいて活用されるよう、これま

で実施してきた一連の環境影響評価につい

て総括を適切に行うこと。 

３．愛・地球博における環境影響評価について

は、環境影響評価法の趣旨を先取りし、同法

の手続きに留まらない様々な取り組みをこ

れまで行ってまいりました。これらの取り組

みを通じて、これまでに得られた知見、ノウ

ハウ等が、将来の類似の事業において活用さ

れることで、愛・地球博の成果が継承される

ことは大きな歴史上の意義を有すると考え、

来年秋を目途に、総括を適切に行ってまいり

ます。 

４．平成１７年９月１日付けの環境大臣助言

（別添）において述べられた事項についても

適切な対応を検討すること。 

４．環境大臣からのご助言において述べられた

事項についても以下のとおり、適切に対応し

てまいります。 

（以下、環境大臣助言） 

2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価

については、平成14年５月に「2005年日本国際

博覧会に係る環境影響評価書（案）」に対する

 事業の実施に当たっては、「2005年日本国際

博覧会に係る環境影響評価書（案）」に対する

環境大臣意見及び今回の報告書を含めたこれ
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助     言 見     解 

環境大臣意見（以下、「平成14年環境大臣意

見」）、並びに「2005年日本国際博覧会に係る

環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（そ

の１）」、「2005年日本国際博覧会に係る環境

影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（その

２）」、「2005年日本国際博覧会に係る環境影

響評価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平

成１４年度）」、「2005年日本国際博覧会に係

る環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書

（その３）」、「2005年日本国際博覧会に係る

環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（そ

の４）」及び「2005年日本国際博覧会に係る環

境影響評価追跡調査（モニタリング調査）報告

書（平成１５年度）」に対する環境大臣助言を

述べたところであり、これについては引き続き

適切に対処される必要がある。この意見、助言

に加え、今般、「2005年日本国際博覧会に係る

環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（そ

の５）」（以下、「追跡調査報告書」）及び「2005

年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調

査（モニタリング調査）報告書（平成１６年度）」

（以下、「モニタリング報告書」）が送付され

たことから、環境保全上必要な助言を下記のと

おり述べるものである。 

までの報告書に対する環境大臣助言を踏まえ、

引き続き適切に対処してまいります。 

１ 「2005 年日本国際博覧会に係る環境影響

評価追跡調査（予測・評価）報告書（その５）」

(1) 解体されずに残る施設や解体・撤去工事

に伴う発生材の再利用先など、報告書にお

いて未確定とされている部分を明らかにし

つつ、以下の措置を実施する必要がある。 

① 万博会場および駐車場周辺の一部沿道に

おいては、浮遊粒子状物質が現状において高

い水準であることから、工事用車両の運搬ル

ート及び運搬時期の分散化などの対策につ

いて実効ある具体策を、発生材の運搬先など

の決定段階ごとに十分に検討し、実施するこ

と。 

１ 「2005 年日本国際博覧会に係る環境影響

評価追跡調査（予測・評価）報告書（その５）」

(1) 

 

 

 

① 万博会場及び駐車場周辺の一部沿道にお

いては、浮遊粒子状物質が現状においても環

境基準値を上回っていることから、工事用車

両の運搬ルート及び運搬時期の分散化など

の対策について実効ある具体策を、発生材の

運搬先などが決定した段階ごとに十分検討

し、実施してまいります。 

② 解体・撤去工事で発生する廃棄物等のリユ

ース及びリサイクルの方法を十分検討する

とともに、その検討結果を踏まえた行動計画

及び環境配慮に関するガイドラインを早急

に策定・公表し、それらに基づき適切に実施

すること。 

② 平成17年9月14日に「2005年日本国際博覧

会における廃棄物等の発生抑制・リサイクル

及び地球温暖化防止対策行動計画（解体撤去

編）」及び「環境配慮に関するガイドライン

（解体撤去編）」を策定・公表しました。今

後、それらに基づき適切に実施してまいりま
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助     言 見     解 

す。 

(2) 追跡調査（予測・評価）は今回の報告書

で最後となるが、これまでに蓄積された環

境保全のための知見が将来にわたり有効に

活用されていくことが、博覧会の趣旨から

も極めて重要なことから、以下の措置を実

施する必要がある。 

① 追跡調査やモニタリング調査を含めた環

境保全のための知見について、解体・撤去工

事後の会場跡地の管理予定者や地域住民な

どとの情報共有を十分に図ること。 

(2) 

 

 

 

 

 

① 追跡調査やモニタリング調査を含め、これ

までの環境影響評価を通じて得られた環境

保全のための知見について、解体・撤去工事

後の会場跡地の管理予定者や地域住民など

との情報共有を十分に図ってまいります。 

② 今後のモニタリング調査が適切になされ

ることを含め、必要に応じて、解体・撤去工

事後も会場跡地の適切な環境保全がなされ

るよう、会場跡地の管理予定者等と十分に調

整すること。 

② 今後のモニタリング調査が適切になされ

ることを含め、必要に応じて、解体・撤去工

事後も会場跡地の適切な環境保全がなされ

るよう、会場跡地の管理予定者等と十分に調

整してまいります。 

２ 「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評

価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平

成１６年度）」 

２ 「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評

価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平

成１６年度）」 

(1) 会期終了後においても、モニタリング調

査計画に基づき適切にモニタリングを実施

すること。また、専門家の意見等も参考に

しつつ、必要に応じモニタリング項目の追

加を検討し、それに基づき適切に実施する

こと。 

(1) 会期終了後においても、モニタリング調

査計画に基づき適切にモニタリングを実施

し、専門家のご意見等も参考にさせていた

だきながら、必要に応じてモニタリング項

目の追加を検討し、それに基づき適切に実

施してまいります。なお、長久手会場にお

ける「ギフチョウ・モンゴリナラに着目し

た公園型里地生態系」については森林体感

ゾーン内での大きな撤去工事が行われなく

なったことから解体撤去工事中に行うこと

としました。 

(2) 建設工事中の放流水の水質については、

平成16年度においても管理目標値を超過し

た日が多いことから、その原因を詳細に分

析した上でさらなる対策を検討し、その結

果を踏まえ、解体・撤去工事中の放流水の

水質管理を適切に実施すること。 

(2) 建設工事中の放流水の水質については、

平成１６年度のモニタリング調査結果を踏

まえ、管理目標値超過の原因を把握した上

でさらなる対策を検討してまいります。ま

た、その結果を踏まえ、解体工事中の放流

水の水質管理を適切に実施してまいりま

す。 
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２ 「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その

５)」及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調

査)報告書(平成16年度)」についての愛知県知事の助言及び博覧会協会の見解 

助     言 見     解 

Ⅰ 環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（その５） 

１ 共通事項 

(1) 事業の実施に当たっては、これまでの知

事意見及び知事助言を踏まえることはもと

より、報告書に記載されている環境保全措

置の徹底を図ることなどにより、環境保全

について十分に配慮すること。 

また、環境への影響に関して新たな事実

が判明した場合などにおいては、必要に応

じ適切な措置を講じること。 

１ 共通事項 

(1) 事業の実施に当たっては、これまでの知

事意見及び知事助言を踏まえるとともに、

報告書に記載した環境保全措置を徹底し、

その管理に努めるなど、環境保全について

十分に配慮してまいります。 

なお、環境への影響に関して新たな事実

が判明した場合などにおいては、必要に応

じ適切な措置を講じてまいります。 

(2) 博覧会協会が整備した施設について全部

撤去する計画で環境影響評価を行っている

が、今後、残される施設が明らかになった

段階で、工事計画が変更となった場合にお

いても、工事最盛期の工事量が増大しない

よう、工事の平準化を図ること。 

(2) 現段階では想定しうる最大規模の影響を

アセスメントしていますが、残される施設

が明らかになり工事計画を変更する場合で

も、工事最盛期の工事量は増大させないよ

う工事の平準化を図ってまいります。 

２ 大気質、騒音及び振動 

(1) 工事の実施に当たっては、近傍に住宅な

どが立地しているところもあることから、

大気質、騒音及び振動に係る周辺の生活環

境への影響を低減するため、建設機械の配

置や作業時間に十分配慮するとともに、低

公害型の建設機械を積極的に導入するこ

と。 

２ 大気質、騒音及び振動 

(1) 工事の実施に当たっては、記載した環境

保全措置を徹底し、近傍の住宅、学校等の

立地状況を勘案して建設機械の配置や作業

時間に配慮し、低公害型の建設機械を積極

的に導入してまいります。 

(2) 工事用車両の走行に伴う浮遊粒子状物質

及び騒音に係る予測結果では、環境基準を

上回る地点があることから、工事用車両の

走行台数の平準化を図るとともに、最新規

制適合車などを積極的に導入すること。 

(2) 工事の実施に当たっては、記載した環境

保全措置を徹底し、工事用車両の走行台数

の平準化を図るとともに工事用車両に最新

規制適合車などを積極的に導入するよう工

事関係者に働きかけてまいります。 

(3) ７号支柱の撤去工事にはヘリコプターを

利用することとしているが、近傍に住宅地

があることから、騒音の影響を低減するた

め、飛行経路や向き、時間などに十分配慮

すること。なお、飛行日程等について住民

に事前に周知徹底を図ること。 

(3) 7号支柱の撤去工事にあたっては、ヘリコ

プター利用による騒音の影響を低減させる

ため、飛行経路や向き、飛行時間などに配

慮するとともに、ヘリコプターの運行にあ

たっては、事前に運行計画について付近の

住民の方々にお知らせいたします。 

３ 水質 

(1) 工事中の降雨時における流出水につい

て、平成１６年度のモニタリング調査にお

いても濁水の管理目標値を超えることがあ

ったことから、濁水の発生を極力抑えるた

３ 水質 

(1) 工事中の降雨に伴う流出水については、

平成１６年度のモニタリング調査結果を踏

まえ、濁水の発生を極力抑えるため、沈砂

池の維持管理を徹底することはもとより、
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助     言 見     解 

め、沈砂池等の維持管理を徹底することは

もとより、濁水の状況を的確に把握し、必

要に応じ適切な措置を講じること。 

降雨時における巡回監視等の徹底、沈砂池

内に竹そだろ過柵などの土砂沈降を促進す

る沈殿処理対策等を実行可能な範囲で取り

入れていくとともに、濁水の発生状況を的

確に把握し、必要に応じ沈砂池の数や容量

を増やすなど適切な措置を講じてまいりま

す。 

(2) 整地工事が終了した後に裸地となる区域

については、地域の自然環境に配慮した早

期緑化をするなど土砂の流出防止対策を徹

底すること。 

(2) 整地工事が終了し裸地となる区域につい

ては、速やかな転圧や土木シートによる養

生、裸地の早期緑化など適切な土砂流出防

止工を実施することとしています。裸地の

早期緑化に関する地域の自然環境への配慮

につきましては、会場跡地の整備計画と整

合を図る必要があることから、会場跡地の

管理予定者と調整してまいります。 

４ 動物、植物 

工事の実施に当たっては、注目すべき動植

物に対する環境保全措置の徹底を図るとと

もに、モニタリング調査により工事中の生息

・生育状況を的確に把握し、必要に応じ、専

門家の意見を聞きつつ適切な措置を講じる

こと。 

４ 動物、植物 

工事の実施に当たっては、注目すべき動植

物に対する環境保全措置の徹底を図るとと

もに、モニタリング調査により工事中の生息

・生育状況を的確に把握し、必要に応じ、専

門家のご意見をお聞きし、適切な措置を講じ

てまいります。 

５ 廃棄物等 

工事の実施に当たっては、廃棄物等の発生

を抑制することはもとより、より一層リユー

ス・リサイクルを徹底するとともに、リユー

ス・リサイクルできないものについては、適

正に処理すること。 

５ 廃棄物等 

工事の実施に当たっては、平成17年9月14

日に策定・公表した「２００５年国際博覧会

における廃棄物等の発生抑制・リサイクル及

び地球温暖化防止対策行動計画（解体撤去

編）」及び「環境配慮に関するガイドライン

（解体撤去編）」に基づき、廃棄物等の発生

を抑制するとともに、より一層リユース・リ

サイクルを徹底してまいります。なお、リユ

ース・リサイクルできないものについては、

関係法令に基づき適正に処理してまいりま

す。 

６ その他 

(1) 報告書に記載した環境保全措置が確実に

実施されるよう、その内容を工事施工業者

などの工事関係者に対し周知徹底を図るこ

と。 

６ その他 

(1) 報告書に記載した環境保全措置が確実に

実施されるよう、その内容を工事施工業者

などの工事関係者に対し周知徹底を図って

まいります。 

(2) 関係市町長からの助言に対しては、適切

な対応を図ること。 

(2) 関係市町長からいただいたご助言に対し

ても、適切な対応を図ってまいります。 

(3) 住民などからの環境に関する要望などに

対しては、適切な対応を図ること。 

(3) 住民の方々などからの環境に関する要望

などをいただいた場合には、今後とも、適
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助     言 見     解 

切に対応してまいります。 

Ⅱ 環境影響評価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平成１６年度） 

(1) モニタリング調査において、予測結果や

環境基準値等を超えた場合には、速やかに

愛知県知事及び関係市町長に報告するとと

もに、専門家の意見を聞くなどして原因究

明を行い、必要に応じ適切な措置を講じる

こと。 

(1) モニタリング調査結果が予測結果や環境

基準値等を超えた場合には、速やかに愛知

県知事及び関係市町長に報告するととも

に、専門家のご意見をお聞きするなどして

原因究明を行い、必要に応じ適切な措置を

講じてまいります。 

(2) 関係市町長からの助言に対しては、適切

な対応を図ること。 

(2) 関係市町長からいただいたご助言に対し

ても、適切な対応を図ってまいります。 

(3) 住民などからの環境に関する要望などに

対しては、適切な対応を図ること。 

(3) 住民の方々などからの環境に関する要望

などをいただいた場合には、今後とも、適

切に対応してまいります。 
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３ 「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その

５)」及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調

査)報告書(平成16年度)」についての関係市町長の助言及び博覧会協会の見解 

 

(1)「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その５)」

及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調査)報

告書(平成16年度)」についての瀬戸市長の助言及び博覧会協会の見解 

助     言 見     解 

１ 環境影響評価全般 

博覧会関連施設の解体撤去にあたっては、環

境影響評価書並びに今回の追跡調査報告書（そ

の５）を含めたこれまでの追跡調査報告書に記

載されている環境の保全のための措置を適切

に実施すること。また、これまでの市長意見や

市長助言を踏まえ、今後とも住民の生活環境、

動植物の生息・生育環境等へのさらなる影響の

回避・低減に努めること。 

解体撤去工事の実施に当たっては、環境影響

評価書並びに今回の追跡調査報告書（その５）

を含めたこれまでの追跡調査報告書に記載し

た環境保全のための措置を適切に実施すると

ともに、今後とも住民の方々の生活環境及び動

植物の生息・生育環境等へのさらなる影響の回

避・低減に努めてまいります。 

２ 環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（その５） 

(1) 解体撤去工事については、会場整備時と

比較して工事用機械や車両が短期間に集中

することから、計画的かつ効率的な運用に

努めること。特に、報告書の予測及びモニ

タリング調査結果において、浮遊粒子状物

質、騒音が環境基準を超えている本市の道

路状況について十分留意し、工事用車両の

効率化、分散化、より環境への負荷の小さ

い工事用車両の利用促進など負荷の低減に

努めること。 

(1) 解体撤去工事にあたっては、工事用機械

の計画的かつ効率的な運用に努めると同時

に、貴市の沿道環境において大気質及び騒

音が環境基準を超えている状況に十分留意

し、工事関係者には、搬入搬出車両の効率

のよい運行や低公害車・最新規制適合車等

の導入を積極的に働きかけるなど、負荷の

低減に努めてまいります。 

(2) ゴンドラ７号支柱の撤去に伴うヘリコプ

ター騒音に関しては、飛行時間帯や回数、

飛行時間等に極力配慮し、周辺住民に対す

る騒音の影響の低減に努めること。また、

飛行日程等の周知徹底を図ること。 

(2) 7号支柱の撤去工事にあたっては、ヘリコ

プター利用による騒音の影響を低減させる

ため、飛行経路や向き、飛行時間などに配

慮するとともに、ヘリコプターの運行にあ

たっては、事前に運行計画について付近の

住民の方々にお知らせいたします。 

(3) 瀬戸会場工区及び会場間ゴンドラ工区周

辺のオオタカ、ハチクマ、ムササビ等の注

目すべき動植物については、今後とも引き

続きモニタリングを行うとともに十分に配

慮し、必要に応じて専門家等の意見も踏ま

え、適切な対応を図ること。 

(3) 瀬戸会場工区及び会場間ゴンドラ工区周

辺のオオタカ、ハチクマ、ムササビ等の注

目すべき動植物については、環境影響評価

書に記載した追跡調査計画に従い、今後と

も引き続きモニタリング調査を実施し、十

分にその生息環境に配慮するとともに、必

要に応じて専門家等の意見を踏まえ、適切

に対応してまいります。 

(4) 解体撤去工事の実施にあたっては、環境

の保全のための措置を適切に実施できるよ

(4) 解体撤去工事の実施に当たっては、環境

配慮事項を、工事関係者に対して十分に説
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助     言 見     解 

う工事関係者に対して十分に説明するな

ど、環境配慮事項を周知徹底した上で行う

こと。 

明するなどにより、工事関係者に環境配慮

事項を周知徹底するよう努めてまいりま

す。 

３ 環境影響評価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平成16年度） 

(1) 追跡調査計画に基づき、環境モニタリン

グ調査を適切に実施するとともに、必要に

応じて、情報の提供や調査結果に基づいた

環境保全措置など速やかな対応を図るこ

と。 

(1) 追跡調査計画に基づき、環境モニタリン

グ調査を適切に実施してまいります。また、

必要に応じて、速やかに情報の提供や調査

結果に基づいた環境保全措置など速やかな

対応を図ってまいります。 

(2) 放流水の濁度などモニタリング調査にお

いて異常な値等が確認された場合は、ただ

ちに原因究明を行うとともに、博覧会事業

が原因と考えられる場合は、早急に必要な

措置を講じること。また、必要に応じて監

視を強化し、再発の防止に努めるなど、適

切に対応すること。 

(2) 今後のモニタリング調査において、異常

な値等が認められた時には、速やかに専門

家のご助言・ご指導を得ながら原因究明を

行い、博覧会事業が原因と考えられる場合

には早急に必要な措置を講じ、必要に応じ

て監視を強化するとともに再発の防止に努

めてまいります。 

４ その他 

(1) 本博覧会に係る環境影響評価で得られた

環境情報は、今後、本市の環境の保全及び

活用等に十分有効なものであるため、関連

情報の整理・提供に努めること。 

(1) 本博覧会に係る環境影響評価で得られた

知見や環境情報につきましては引き続き整

理し、必要に応じて専門家のご助言・ご指

導を得て分析を行い、それらの結果を公表

してまいります。 

(2) 報告書に寄せられた助言等を十分検討

し、事業者としての対応を明らかにすると

ともに、住民等からの環境に関する要望な

どに対しては適切に対応すること。 

(2) 今回いただいたご助言や住民の方々など

から寄せられた意見について十分検討し、

博覧会協会の見解を取りまとめ、公表いた

しました。また、今後とも住民の方々など

からの環境保全に係る要望については適切

に対応してまいります。 

(3) 本市の環境への影響に関して、新たな事

実が確認された場合や予測しえなかった著

しい環境上の問題が生じた場合は、速やか

に関係機関等と十分調整し、適切な対応を

図ること。 

(3) 環境への影響に関して、新たな事実が確

認された場合や事前に予想し得なかった著

しい環境への影響が生じた場合には、貴市

等関係機関と調整し、必要に応じて適切な

措置を講じてまいります。 
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(2)「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その５)」

及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調査)報

告書(平成16年度)」についての長久手町長の助言及び博覧会協会の見解 

助     言 見     解 

2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（その５） 

１ 全体事項 

(1) 長久手町環境基本条例に基づき策定した

環境基本計画を踏まえ、事業者としての責

務を誠実に果たすこと。 

(1) 長久手町の環境基本計画を踏まえ、誠実

に事業に取り組んでまいります。 

(2) 事業の実施にあたっては、本報告書に記

載されている環境保全措置を徹底し、環境

影響の回避又は低減に努めること。 

(2) 事業の実施に当たっては、本報告書に記

載した環境保全措置を徹底することによ

り、環境への影響の回避・低減に努めてま

いります。 

(3) 工事車両に伴う生活環境への影響が一定

程度見込まれると予想されることから、住

民の生活環境への影響の低減に努めるこ

と。 

(3) 工事関係者には、搬入搬出車両の効率の

よい運行や低公害車・最新規制適合車等の

導入を積極的に働きかけるなど、住民の生

活環境への影響の低減に努めてまいりま

す。 

２ 個別事項 

(1) 住宅に隣接して工事を実施する箇所につ

いては、必要に応じて防音・防塵対策を講

じるなど住民の生活環境への影響に配慮す

ること。 

(1) 住宅に隣接して工事を実施する箇所につ

いては、必要に応じて防音・防塵対策を講

じるなどして、住民の生活環境への影響に

配慮してまいります。 

(2) 長久手会場工区の工事に伴う排水・土砂

流出防止については、保全対策を徹底し適

切に管理するとともに、沈砂池及び既存排

水施設から工区内の池（農業用ため池）へ

の濁水の流入を防止するための措置を講

じ、放流先となる香流川の水質保全に努め

ること。また、沈砂池の沈殿処理対策につ

いては、濁水を竹そだでろ過し、滞留時間

を長くするなど効果の高い対策を講じるこ

と。 

(2) 長久手会場工区の工事に伴う排水・土砂

流出防止については、過去のモニタリング

調査結果を踏まえて、保全対策を徹底し沈

砂池等を適切に管理するとともに、工区内

の池への濁水の流入を防止するための措置

を講じてまいります。また、工事により発

生する濁水による香流川への影響を低減し

てまいります。沈砂池の沈殿処理対策につ

いては、竹そだろ過柵、砕石ろ過柵等の対

策を講じてまいります。 

(3) 長久手会場工区において解体工事終了時

に裸地が存在する地区については、濁水が

工区内の池及び下流域の香流川に流出しな

いよう、裸地の表面を保護するなど適切な

環境保全措置を行うこと。 

(3) 長久手会場工区において解体工事終了時

に裸地が存在する地区については、濁水が

工区内の池及び下流域の香流川に流出しな

いよう、速やかな転圧や土木シートによる

養生など適切な環境保全措置を講じてまい

ります。 

(4) 自家用車駐車場工区で農地に復旧する駐

車場については、工事に伴う排水・土砂流

出の防止に努め、濁水が下流域の河川に流

出しないよう保全対策を徹底するととも

に、適切な管理に努めること。 

(4) 自家用車駐車場工区で農地に復旧する駐

車場については、濁水が下流域の河川に流

出しないよう保全対策を徹底するととも

に、適切な管理を努めてまいります。 
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助     言 見     解 

2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平成16年度）

１ 全体事項 

(1) 引き続き環境保全措置を徹底して事業を

実施し、環境影響を確認するとともに、必

要に応じて適切な対応を図ること。 

(1) 引き続き環境保全措置を徹底して事業を

実施してまいります。また、モニタリング

調査により環境への影響を確認するととも

に、必要に応じて適切な措置を講じてまい

ります。 

(2) モニタリング調査結果が予測結果や環境

基準値を超えた場合には、速やかに報告す

ること。 

(2) モニタリング調査結果が予測結果や環境

基準等を超えた場合には、速やかにご報告

いたします。 

２ 個別事項 

(1) 会場建設時の放流水の濁度調査結果によ

れば、管理目標値を超えていたこともあっ

たことから、解体工事中においては、濁水

発生対策を徹底し、放流先となる香流川の

水質保全に努めること。 

(1) 過去の環境モニタリング調査結果を踏ま

えて、解体工事中においては、濁水の流出

対策を徹底し、放流先となる香流川の水質

保全に努めてまいります。 
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(3)「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その

５)」及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調

査)報告書(平成16年度)」についての豊田市長の助言及び博覧会協会の見解 

助     言 見     解 

１ 2005 年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（その５）につ

いて 

(1) 共通事項 

・報告書に記載されている環境保全措置等を徹

底することで、環境保全について十分に配慮

すること。 

・報告書に記載した環境保全措置等を徹底し、

環境保全について十分配慮してまいります。

・工事期間中において、予想し得ない環境への

影響が生じた場合は、関係機関と調整し、適

切な措置を講じるとともに、周知に努めるこ

と。 

・工事期間中において、予想し得ない環境への

影響が生じた場合には、関係機関と調整し適

切な措置を講じるとともに、その周知に努め

てまいります。 

(2) 個別事項 

・工事用車両の走行において、豊田市八草町の

浮遊粒子状物質と道路交通騒音、豊田市猿投

町神郷及び別所の道路交通騒音が環境基準

を上回っているため、可能な限り環境負荷の

低減に向けた対応に努めること。 

・貴市の沿道環境における大気質及び騒音が環

境基準を超えている状況に留意し、工事関係

者には、搬入搬出車両の効率のよい運行や低

公害車・最新規制適合車等の導入を積極的に

働きかけるなど、住民の生活環境への影響の

低減に努めてまいります。 

２ 2005 年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平成 16

年度）について 

・モニタリング調査結果により、環境影響の著

しい増加傾向が見られる場合及び環境への

影響に関して新たな事実が判明した場合等

においては、必要に応じて適切な措置を講じ

ること。 

・モニタリング調査結果により、環境影響の著

しい増加傾向が見られる場合及び環境への

影響に関して新たな事実が判明した場合等

においては、貴市等関係機関と調整し、必要

に応じて適切な措置を講じてまいります。 
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(4)「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その

５)」及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調

査)報告書(平成16年度)」についての尾張旭市長の助言及び博覧会協会の見解 

助     言 見     解 

１ 農地への復元に関する措置 

尾張旭駐車場用地の農地への復元に際して

は、農地に有害物質及び建設廃棄物等が残らな

いよう適切な対応を図ること。 

尾張旭駐車場用地の農地への復元に際して

は、農地に有害物質及び建設廃棄物等が残らな

いよう適切な対応を図ってまいります。 

２ 尾張旭駐車場の解体工事中における環境の保全のための措置 

(1) 浮遊粒子状物質及び騒音について留意

し、工事用車両の効率化、分散化、より環

境への負荷の小さい工事用車両の利用促進

など負荷の低減に努めること。 

(1) 浮遊粒子状物質及び騒音の貴市における

状況について十分留意し、工事関係者には、

搬入搬出車両の効率のよい運行や低公害車

・最新規制適合車等の導入を積極的に働き

かけるなど、住民の生活環境への影響の低

減に努めてまいります。 

(2) 尾張旭駐車場は、近隣に住宅、医療機関、

学校等が点在するため、解体工事中の騒音、

振動、粉塵等の防止策に万全を期すととも

に、特に、夜間、早朝における重機の稼動

など住環境に及ぼすおそれのある工事を行

わないこと。 

(2) 工事の実施に当たっては、近隣の住宅、

医療機関、学校等の立地状況を勘案して、

解体工事中の騒音、振動、粉塵等の防止対

策に万全を期してまいります。なお、原則

として夜間、早朝における重機の稼働など

は行わないこととしております。 

(3) 当該地域は周囲が水田地帯であるため、

濁水対策及び土砂流出防止対策に万全を期

すこと。 

(3) 工事中の降雨に伴う流出水については、

沈砂池の維持管理を適正に行うとともに、

濁りの状況を把握し、必要に応じ土砂流出

防止対策について適切な措置を講じてまい

ります。 

(4) 解体工事にあたりやむを得ず有害物質を

使用する場合には、必ず市長に報告し管理

を徹底すること。 

(4) 工事に当たり、やむを得ず有害物質を使

用する場合には、尾張旭市長に報告すると

ともに、管理を徹底してまいります。 

(5) 尾張旭駐車場用地で生息が確認されたダ

ルマガエルの保護及び生息環境の保全に関

して、専門家の意見を参考に生息地の保全

にできる限りの配慮をすること。 

(5) 尾張旭駐車場用地で生息が確認されたダ

ルマガエルの保護及び生息環境の保全に関

して、専門家の指導や助言をいただきなが

ら生息地の保全にできる限りの配慮を行っ

てまいります。 
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(5)「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その

５)」及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調

査)報告書(平成16年度)」についての日進市長の助言及び博覧会協会の見解 

助     言 見     解 

１ ながくて南駐車場に係る工事用重機の稼

動に伴う排気ガス・騒音・振動による生活環

境への影響が見込まれることから、その低減

に努めること。 

１ ながくて南駐車場に係る工事用重機の稼

動に当たっては、適切な環境保全措置を講

じ、排気ガス・騒音・振動による生活環境へ

の影響の低減に努めてまいります。 

２ ながくて南駐車場に係る工事用車両の走

行に伴う排気ガスによる生活環境への影響

が見込まれることから、その低減に努めるこ

と。また、車両の適切な誘導を行い円滑な交

通の確保に努めること。 

２ ながくて南駐車場に係る工事用車両の走

行に当たっては、適切な環境保全措置を講

じ、生活環境への影響の低減に努めてまいり

ます。また、車両の適切な誘導を行い円滑な

交通の確保に努めてまいります。 

３ その他工事にあたっては、本報告書に記載

してある環境保全のための措置を適切に実

施することはもとより、更なる回避・低減に

も努めること。 

３ 工事に当たっては、本報告書に記載した環

境保全のための措置を適切に実施するとと

もに、更なる回避・低減にも努めてまいりま

す。 
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(6)「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その

５)」及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調

査)報告書(平成16年度)」についての豊山町長の助言及び博覧会協会の見解 

助     言 見     解 

１ 工事の実施にあたっては、本報告書に記

載してある環境保全のための措置を確実に

実施することはもとより、更なる回避・低減

に努めること。 

１ 工事の実施に当たっては、本報告書に記載

した環境保全のための措置を適切に実施す

るとともに、更なる回避・低減にも努めてま

いります。 

２ 本報告書の想定を超える事態が生じた場

合は、速やかに必要な対策を講ずること。 

２ 事前に予想し得ない環境への影響が生じ

た場合は、関係機関と調整し、適切な措置を

講じてまいります。 
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(7)「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その

５)」及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調

査)報告書(平成16年度)」についての三好町長の助言及び博覧会協会の見解 

助     言 見     解 

１ 全般 

(1) 報告書に記載されている環境保全のため

の措置等を徹底し、解体する駐車場周辺の

環境の保全に努めること。 

(1) 事業の実施にあたっては、本報告書に記

載した環境保全のための措置等を徹底して

まいります。 

(2) 施設解体工事期間中において、予想しえ

ない環境影響が確認された場合は、関係機

関と協議し、環境負荷を低減するための必

要な措置を講ずるとともに、地域住民等に

周知することで理解を得られるよう努める

こと。 

(2) 事前に予想し得ない環境への影響が生じ

た場合は、関係機関と調整し、適切な措置

を講じ、地元住民等の方々への周知に努め

てまいります。 

２ 大気質、騒音 

解体工事実施に伴う大気質、騒音への影響を

実行可能な範囲で回避又は低減を図り、環境へ

の負荷の更なる低減に努めること。 

解体工事実施に伴う大気質、騒音への影響を

実行可能な範囲で回避又は低減を図り、環境へ

の負荷の更なる低減に努めてまいります。 

３ その他 

(1) 駐車場解体工事期間中において、工事用

車両の誘導を適正に行うなど、工事用車両

の走行による地域住民の生活環境への影響

を低減するよう努めること。 

(1) 駐車場解体工事期間中において、工事用

車両の誘導を適正に行うなどして、工事用

車両の走行による地域住民の生活環境への

影響を低減するよう努めてまいります。 

(2) 施設等の解体工事に伴い発生する廃棄物

については、リユース及びリサイクルを積

極的に推進し、リユース及びリサイクルが

できないものについては、適正な処理を行

うこと。 

(2) 施設等の解体工事に伴い発生する廃棄物

については、平成 17 年 9 月 14 日に策定・

公表した「２００５年国際博覧会における

廃棄物等の発生抑制・リサイクル及び地球

温暖化防止対策行動計画（解体撤去編）」

及び「環境配慮に関するガイドライン（解

体撤去編）」に基づき、リユース及びリサ

イクルを積極的に推進するとともに、リユ

ース及びリサイクルができないものについ

ては、関係法令に基づき適正な処理を行っ

てまいります。 
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４ 住民意見の概要及び博覧会協会の見解 

 

(1)「2005年日本国際博覧会に係る追跡調査の手法等について(その５)」についての

住民意見の概要及び博覧会協会の見解 

（住民意見の内、本環境影響評価追跡調査報告書に関連するものを対象としました。） 

意見の概要 見     解 

追跡調査その１～その４までかかって、やっ

と公表の方法が改善され、インターネットで誰

もが全文を見れるようになった。今後の追跡調

査報告書、１６年度モニタリング結果報告書等

についても同様に公表されたい。 

追跡調査の手法等につきましては、環境影響

評価追跡調査（予測・評価）報告書（その１）

の公表時からホームページに掲載しています。

環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書及

び環境影響評価追跡調査（モニタリング調査）

報告書は、ページ数が膨大になりホームページ

に全文を掲載することは難しいことから、これ

までもホームページには概要版を掲載し、報告

書そのものは、博覧会協会名古屋事務所等にお

いて縦覧や貸し出しを行ってきています。 

未だに追跡調査の手法等について、関係住民

の意見を求める手続きが実行されていない。こ

の追跡調査の手法等は、環境影響評価法では

「調査方法書」に該当するものであり、本来な

ら１ヶ月の縦覧、２週間の意見受付の手続きが

必要なものである。最低限の措置として、追跡

調査の手法等について自主的に出された意見

及びそれへの見解を、今後の追跡調査報告書に

記載されたい。 

経済産業省の「2005 年日本国際博覧会環境

影響評価要領（以下「要領」という。）」では、

追跡調査の手法等の作成、公表については、手

続きを定めていませんが、博覧会協会は、追跡

調査の手法等を作成、公表し、それに対して住

民の方からいただいたご意見について、環境影

響評価追跡調査報告書に対するご助言やご意

見に合わせて、協会の見解の中で回答させてい

ただいています。 

p2 「会場間ゴンドラの６号・７号支柱の工

事については、オオタカの営巣期を避けて行

う」とあるが、「営巣期」だけでは不十分であ

る。少なくともp31やp135で記述しているよう

に「繁殖期」とすべきである。 

p2 「会場間ゴンドラの６号・７号支柱の工

事については、オオタカの営巣期を避けて行

う」は記載上の誤りがあり、p31 や p135 にあ

るように会場間ゴンドラの６号・７号支柱の工

事については、オオタカの繁殖期を避けて行う

こととしています。なお、環境影響評価追跡調

査（予測・評価）報告書（その５）では繁殖期

としています。 
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意見の概要 見     解 

p4 瀬戸会場工区の解体工事の概要が示さ

れているが、解体工事の規模が全くと言ってい

いほど記載されていない。これでは工事の環境

への影響の程度を想定することができず、どん

な調査や予測をすべきかの意見もだせない。ど

んな重機でどんな作業をどれぐらいの頻度で

行うか、どれだけの物を運搬するのかを記載す

べきである。以下、全ての工区について同様で

ある。 

解体工事においては、撤去する建築物（内装

等を含む。）及び建築物の基礎掘削、埋め戻し

工事、当該建築物敷地の整地工事等を行いま

す。これらについては、追跡調査の手法等の本

文中に記載しています。なお、解体工事は建設

時に比べて、土木工事については既改変地以外

で工事は行いませんし、大規模な切り盛りは行

いません。農地については原形復旧することと

しています。また、全体の規模については、追

跡調査の手法等をもとに工事計画を具体化し

環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（そ

の５）に記載しています。 

p6 長久手会場工区の解体工事の概要で「汚

水送水管については、前熊橋以東はすべて撤去

することとし、予測・評価する。」とあるが、

誰が考えても非常識な方針である。今後の維持

管理費用がそれほどかかる訳でもなく、長久手

町に移管すれば良いのではないか。こんな狭い

道路をまたも何ヶ月も掘り返して交通渋滞を

引き起こし、環境悪化を繰り返してはならな

い。 

今回の環境影響評価追跡調査（予測・評価）

報告書（その５）では、跡地利用においてその

まま残して利活用する施設も今後考えられま

すが、現段階では安全側に立って想定しうる最

大規模の影響をアセスメントしています。な

お、前熊橋は北熊橋の間違いでしたので環境影

響評価追跡調査（予測・評価）報告書（その５）

の中で修正しています。 

p10 会場間ゴンドラ工区の解体工事の概要

で「ゴンドラ支柱を撤去した跡地は、植生の回

復を図る等の措置をとることとする」とある

が、その内容をp12の尾張旭・長久手・藤岡駐

車場のように、具体的に記載すべきである。 

ゴンドラ支柱を撤去した跡地の植生の回復

については、関係法令の森林法に従い、また、

専門家のご助言、ご指導をいただきマツを植栽

することとしました。 

p10 会場間ゴンドラ工区の解体工事の概要

で、６号・７号支柱の撤去方法を具体的に記載

すべきである。P2の事業内容では「６号・７号

支柱の工事については、オオタカの営巣期を避

けて行う」とだけあるが、設置工事と同様にヘ

リコプターで行うはずである。その旨と工事内

容、コンクリート基礎などの運搬量を明記すべ

きである。 

６号支柱の解体工事は、７号支柱を除く支柱

の工事と同様ですが、工事時期を配慮すること

としています。７号支柱については、ヘリコプ

ターにより機材・廃材等の運搬を行うこととし

ています。工事内容は、建設時と同様に、ヘリ

コプターで解体した重機を運び、組み立てた重

機で解体したコンクリート基礎（約 50m3）をヘ

リコプターで搬出し、再び解体した重機を搬出

するというものです。 
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意見の概要 見     解 

p12 自家用車駐車場工区の解体工事の概要

で「建設工事前に確認された注目すべき動物種

について生息環境の保全や創出などの保全措

置をとった」とあり、解体時の配慮が示されて

いるが、保全措置をとった結果がどうなったか

をまず明記すべきである。その結果によっては

別の対応を検討する必要がでてくるはずであ

る。 

保全措置をとった結果については、環境影響

評価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平

成 16 年度）にとりまとめています。その結果

から環境監視目標が達成されていると判断し

ましたが、建設工事前に確認された注目すべき

動物種について生息環境の保全や創出などの

保全措置をとったことから、解体時にも配慮を

行うこととして、その方法を追跡調査の手法等

に記載したものです。 

p22 環境影響評価項目（瀬戸会場工区）の

廃棄物等として、廃棄物と残土しか検討してな

いが、リサイクルの推進と称して、膨大な量の

廃棄物が発生するはずである。また、コンクリ

ート殻をその場で破砕してリサイクル品を作

ることも想定される。これらが適法、適正に行

われるかを判断するため、どんなリサイクル品

がどれだけ発生するかを事業計画として示す

べきである。これは他の工区も同様である。 

廃棄物については、廃棄物処理法に則って適

正に処理することとしています。その発生量等

については、環境影響評価追跡調査（予測・評

価）報告書（その５）の中で記載しており、瀬

戸会場工区を始めとする全ての工区分を、瀬戸

会場工区の中でとりまとめ記載しています。 

p33 環境影響評価項目（自家用車駐車工区）

で、大気、騒音、振動の「機材・廃材等の運搬」

を選定しているが、廃棄物のように「博覧会の

解体工事全体として影響を検討すべきもので

あり、瀬戸会場工区で全工区を合わせて整理す

る」（p34）ことが必要である。 

各工区の工事による影響が大きいと思われ

る項目について、他の工区と重合することが予

想されるものについては重合して予測・評価し

ています。 

自家用車駐車場工区は、瀬戸会場、長久手会

場と離れた位置にあるものが多く、工事用車両

の通行が重なるのは長久手駐車場だけと考え

られることから、自家用車駐車場では、大気、

騒音、振動の工事用車両による影響について、

長久手駐車場を除いて単独で整理しています。

p36 瀬戸会場工区の大気質の現地調査実施

時期が平成13年度となっているが、動植物のよ

うに工事前で最新の16年度にすべきである。少

なくとも、なぜこんな古い資料を使うのか説明

が必要である。ちなみに騒音の自動車交通騒音

は14年度、環境騒音（上の山）は10年度、環境

騒音（八草ターミナル）は14年度（p40）、振

動の自動車交通振動は14年度、環境振動は14

年度（p42）、水質は10年度（11年度にホウ素、

フッ素追加）（p43）、植物は16年度（p45）、

動物は16年度（p47）、触れ合い活動の場は10

年度（p51）とバラバラである。この理由を示

されたい。これは他の工区も同様である。 

予測・評価においては、最新のデータを使用

しています。しかし、大気質、騒音、振動、水

質及び触れ合い活動の場では、会期終了後の工

事直前では博覧会の影響を含んだデータとな

ってしまうため、博覧会の工事や供用中の影響

のない工事着手前の最新データを使用してい

ます。 
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意見の概要 見     解 

p58 長久手会場工区の水質の現地調査実施

時期が平成11年８月～12年７月となっている

が、新聞報道にもあるように、香流川に放流し

ている長久手浄化センターの水質が万博開幕

後に長久手会場の排水処理を始めたため汚れ

がひどくなり、川の異臭に住民からの苦情もあ

る。こうしたことから、現地調査は工事着工前、

工事中、開会中の３種類について記載すべきで

ある。 

長久手会場工区の水質調査は、会場からの影

響を把握するため会場の近くで行っており、環

境影響評価追跡調査（モニタリング調査）報告

書（平成 16 年度）で公表しています。長久手

浄化センターは水質調査地点より下流にあり、

協会の水質調査に影響をおよぼす位置ではあ

りません。 

p74 会場間ゴンドラ工区の騒音の予測方法

で「ヘリコプターについては騒音の伝搬理論式

を基に予測（ＬAE）を行う。」とあるが、この

ＬAEは単発騒音暴露レベルのことである。前回

の工事中の追跡調査のアセスは最大騒音レベ

ル83ｄＢをもとに、航空機騒音の環境基準と比

較するためWECPNL 69としていたが、飛行回数

が少ないヘリポートを環境基準で評価するの

はおかしい、単発騒音暴露レベルＬAEを用いて

Ldenを予測し小規模飛行場環境保全暫定指針

を使うべきと指摘しておいたが結果として無

視された。 

ヘリコプターによる機材・廃材等の運搬に伴

う騒音への影響の予測・評価手法については、

定まった手法はなく、本環境影響評価では学識

経験者のアドバイスを頂きながら選定してい

ます。今回はさらに建設時のモニタリング結果

も考慮し、建設時と同様の方法で予測・評価し

ています。 

p84 長久手駐車場の評価手法で、大気質、

騒音、振動は「他の工区の工事用車両も考慮し

て評価する」（p84、86、88）、とあるが、廃

棄物等、温室効果ガス等は「工事を行うすべて

の工区を加えて瀬戸会場工区で評価する」

（p89）との違いは何か。 

長久手駐車場では、工事用車両は通行するル

ートが他の工区の工事用車両と重なることか

ら、これらの台数を重合して予測しています。

廃棄物等、温室効果ガス等は解体工事全体とし

て影響を把握するべきものとして整理してい

ます。 

p98 三好駐車場の現地調査地点で自動車交

通騒音、振動を三好町福谷（坂上）で行うとし

ているが、p97によれば工事車両は全く別の三

好町福谷（根浦）を通行し、そこでの予測を行

うことになっている。現地調査地点は意味がな

い。調査地点を変更すべきである。 

三好町福谷（根浦）は新設道路であり、道路

開通時より工事用車両が走行していることか

ら、工事用車両影響のなかった三好町福谷（坂

上）の既存現地調査結果による一般車両の時間

帯別走行パターンをもとに時間当たりの計画

交通量を求め、予測・評価したものです。 

p116 調査結果の概要（瀬戸会場工区）の交

通量R-1(主要地方道力石名古屋線)が、協会の

ホームページの数値と異なっている。春季小型

車30,403台/日、合計35,199台/日になっている

が、協会のホームページでは小型車29,184台/

日、合計33,970台/日となっている。 

平成 14 年 6 月の段階では小型車 29,184 台、

合計 33,980 台としていましたが、その後集計

に誤りがあることがわかり、平成 15 年 9 月に

公表した環境影響評価追跡調査（モニタリング

調査）報告書（平成 14 年度）では訂正をして

取りまとめています。 
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意見の概要 見     解 

p118 調査結果の概要（瀬戸会場工区）の自

動車交通振動の現地調査結果が、協会のホーム

ページの数値と異なっている。R-3（国道155）

春季の夜間が37 dB、R-4（県道愛知青少年公園

瀬戸線）春季の夜間が30 dB、となっているが、

協会のホームページでは、それぞれ38 dB、31dB

となっている。 

ホームページ上に掲載している環境情報シ

ステムでは、振動の場合、１時間値が 30dB 以

下の場合 30dB として計算しています。予測・

評価に当たっては、より精緻な数値となるよう

30dB 以下も実数で計算していますので数値に

差が出たものです。 

p120 調査結果の概要（瀬戸会場工区）の水

質は、なぜ平成10年（追加項目11年）という古

い資料しかないのか。また、当時の環境影響評

価書では、現況調査をこの矢田川（天神橋）以

外にも、赤津川、篠田川、海上川で行っている

が、なぜ今回は１地点に減少させたのか。 

工事着手前の最新データが平成 10 年のた

め、この資料を記載しています。 

現地調査につきましては、博覧会の瀬戸会場

の規模を縮小した段階で、修正評価書（平成

14 年 6 月）の時から現地調査地点を矢田川（天

神橋）１地点としています。 

p134 調査結果の概要（瀬戸会場工区）のオ

オタカの調査方法が「定点観察調査」に限定さ

れているのは不十分である。ハチクマでは定点

調査のほかに踏査調査を行い「新たなハチクマ

の巣を確 認した」(p136)のだから、オオタカ

も同様に踏査調査を行うべきであった。 

追跡調査の手法等においては、調査結果の概

要として、定点観察調査結果を記載しています

が、環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告

書（その５）では定点観察調査結果だけでなく

踏査調査結果も記載しています。 

会場間ゴンドラ屈曲装置の稼動音は上之山

町３丁目６組まで絶え間なく聞こえてくる。ゴ

ンドラ搬器が屈曲装置に出入りする際には金

属音が断続的に聞こえてくる。 

「重機の稼動による影響については・・・環

境要素から除外した。」という記述がある。し

かし屈曲装置撤去工事については環境要素に

入れるべきである。この記述は現地で生活して

いる人間との感覚のずれを感じさせる。 

（他に同趣旨１件） 

会場間ゴンドラ工区については工事範囲が

非常に狭く、同時に稼動できる工事用重機の台

数も限られます。よって、重機の影響はあるも

のの工事全体の量と比較すると影響は小さい

と判断して「軽微である」として除外しました。

それは、中間屈曲装置撤去工事の場合も同様で

す。 

特に保安林内第７号支柱周辺環境はかつて

は騒音も振動も二酸化硫黄も粉じんも何もな

かった。手法の中で周囲が山林であり環境への

影響は軽微であり除外した」とあるが、かつて

は全く無かった保安林内の大気汚染が本事業

工事によりもたらされてしまったことは確か

であり、軽微という言葉であたかも問題が無い

ような表現をするのは納得できない。 

要領では、項目の選定において、影響の程度

が極めて小さい場合には項目を選定しないこ

とができるとされています。一切の環境への影

響を否定するものではありませんが、周囲が山

林であり、整地面積も支柱付近の狭い範囲に限

られ、また、同一箇所における重機の稼働台数

も限られることから、影響は軽微であると考え

られ、会場間ゴンドラ工区における重機の稼働

はこれに該当するとして、項目から除外しまし

た。 
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意見の概要 見     解 

粉塵については、第７号支柱からわずか70m

で当町に至る。また、第７支柱は標高198.50m

あり、当町と比較して60m高低差がある。粉じ

んは空気より重いので重力により下降し、風向

きによっては当町にすばやく到達する。これに

ついてはどのように評価するのか。 

粉じんの発生する可能性について検討しま

したが、第７号支柱は周囲が山林であることか

ら、粉じん発生の元となる風速は弱まる可能性

が高いと考えられ、また、上之山町（環境）の

気象の調査結果をみると、年間の主風向は北西

系及び、南東系であり、住宅側が風下になる南

西形の風はわずかであることから、粉じんの発

生による影響は軽微であると考えます。 

全ての鉄柱について、土台のコンクリートも

含め、全て撤去し、速やかに現状復帰をすべく

最大限の努力をし、復元完了するまで継続的に

モニタリングすべきである。 

（他に同趣旨３件） 

ゴンドラ支柱の土台については解体工事に

よりすべて撤去する計画としており、森林の植

生回復についても森林法に従いながら、専門家

のご意見をお聞きし、７号支柱にはマツを植生

する計画としています。 

会場間ゴンドラ工区のモニタリングについ

ては、必要な項目について解体工事終了まで実

施する計画としています。 

撤去のためのヘリコプター使用日は土日、祝

日は避けるべきである。 

（他に同趣旨１件） 

機材・廃材等を運搬するためのヘリコプター

は、朝・夕や休日を外した適切な時間帯に運用

することとしており、飛行日程、時間帯の周辺

住民への周知徹底を行うこととしています。 

解体工事についての住民説明会は行うのか。

いつどこで開くのか早急に知らせて欲しい 

（他に同趣旨２件） 

本追跡調査の手法等に係るご意見ではない

と考えます。 

瀬戸会場工区と会場間ゴンドラ工区の解体

工事については平成１７年８月２２日に山口

連区自治会役員会で説明しており、平成１７年

９月６日には住民の方々への説明会も実施し

ています。 

「博覧会協会が整備した建築物や設備につ

いては全施設撤去とする」と記述されている

が、新聞には残す施設を検討している記事があ

った。撤去施設が決まった段階であらためて手

法等を出すべきである。 

跡地利用において、そのまま残して利活用す

る施設も考えられることから、現段階において

想定しうる最大規模の影響をアセスメントし

ています。施設等が残った場合は撤去による工

事量が減少することから環境への影響は小さ

くなると考えられることから、改めて追跡調査

の手法等を出す予定はありません。 

７号支柱の解体工事を10月から12月に実施

することにしており（ヘリコプターの使用を含

む）・・・環境要素から除外した。」という記

述がある。 

平成17年6月現在、上之山町３丁目にあった

２つのオオタカの巣にはオオタカは営巣して

いない。オオタカが営巣していないのに現在で

もオオタカがいるように思わせるような記述

があることに矛盾を感じる。 

営巣の実績があるため配慮することとして

います。現在営巣していない場合でも今後する

かもしれないため、撤去時も配慮することとし

ています。なお、上之山町３丁目に２つのオオ

タカの巣があったということについて承知し

ていません。 
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意見の概要 見     解 

アセスの手続きについて、撤去に係るアセス

方法書の段階から市民の意見を積極的に受け

付けることがアセスの趣旨にかなうものと考

えるが、なぜその周知を怠っているのか。 

博覧会協会のアセスメントの手続きを定め

た要領では、追跡調査の手法等の作成、公表、

意見募集をする手続きは定められていません

が、これまでも追跡調査の手法等を公表し、そ

の後にいただいたご意見についても、環境影響

評価追跡調査報告書にいただいたご意見とと

もに、大臣助言等への見解に合わせて、ご意見

に対する見解を公表しています。また、この見

解を各メディアにお知らせすると同時にホー

ムページにも掲載しています。 

オオタカについては瀬戸会場で記載してい

るがゴンドラではヘリコプターの使用などの

大掛かりな事態が想定されているにも関わら

ず、評価がほとんど無い。特にオオタカについ

てはこんなずさんな評価では種の保存法に反

する恐れがある。また、ゴンドラ工区ではかね

てから要望がある絶滅危惧種であるシラタマ

ホシクサ、カザグルマが含まれていないのはな

ぜか。 

「会期終了後の工事に伴う環境影響評価」に

おいては、解体・撤去に係る工事影響だけをみ

ており、工事影響としては、「ヘリコプターに

よる機材・廃材等の運搬」及び「重機の稼動」

による猛禽類や繁殖鳥類への騒音影響が考え

られましたが、６号支柱及び森林内の７号支柱

の解体工事を10月から12月に実施することと

し（ヘリコプターの使用を含む。）、オオタカ

の繁殖期及び繁殖鳥類の繁殖期を回避してい

ることから、予測評価の対象から除外していま

す。 

オオタカに関する影響としては、どの時期よ

りも繁殖期に係る影響が最も大きいものと考

え、この繁殖期の影響をいかに回避・低減でき

るかという観点から評価しています。このよう

な基本的考え方や影響の回避・低減策について

は、国際博会場関連オオタカ調査検討会のご助

言に沿って対応しています。 

2004年度のモニタリング調査報告書も同様

で、ゴンドラ項目としてオオタカ、シラタマホ

シクサ、カザグルマが明記されていない。 

カザグルマ、シラタマホシクサに関しては、

環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（そ

の２）における予測・評価の検討過程において、

これらの生育地及び生育地近傍における地形

改変等を回避したこと、モニタリング調査及び

会期終了後の工事に伴う環境影響評価におい

て設定した調査対象地域では、モンゴリナラ、

カンアオイ類及びウンヌケ以外の注目すべき

植物種の生育は確認されなかったことから予

測・評価の対象とはしていません。 

住民説明会を踏まえ、住民からの意見募集を

経た上でなければ、関係市町町長は住民意見を

反映した「助言」を形成できないはずだ。関係

市町長に「助言」を求める前に、住民説明会を

実施してほしい。 

関係市町には報告書の内容を説明させてい

ただき、関係市町の説明会にも求めに応じて出

席しています。 

市町長の助言形成については、博覧会協会が

コメントする立場にありません。 



 

23 

意見の概要 見     解 

オオタカの調査は解体工事終了後も継続さ

せるべきである（鉄柱工事以降、上之山町3丁

目でオオタカの姿が見られなくなった。7号支

柱に近接した所にあったオオタカの巣がなく

なっている）。 

要領では、環境影響評価追跡調査は解体撤去

工事までとされており、オオタカの調査は解体

工事終了まで実施する計画としています。 

昨年はゴンドラルート近くで営巣していた

オオタカは３羽の雛を巣立たせたが、今年はオ

オタカの姿さえ確認できない。７号支柱建設で

は違法工事が行われ、支柱付近は裸地にされ植

生が破壊された。このような事態にも関わら

ず、繁殖期を回避しているからという理由で、

環境要素の抽出から除外していることは手抜

き手法である。環境要素に抽出し、動植物の調

査・予測評価の手法を具体化し、万博の理念を

全うされたい。 

オオタカについては、会場間ゴンドラ工区を

含めた範囲について定点観察地点を配置して

おり、瀬戸会場工区と長久手会場工区で予測・

評価できると考えています。環境影響評価項目

の選定において会場間ゴンドラ工区でオオタ

カを除外したのは、オオタカの繁殖期に工事が

行われないこととしており、建設工事中におい

ても周辺地域でオオタカの繁殖は確認されて

いることから、オオタカへの影響は小さいと考

えたためです。 
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(2)「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測･評価)報告書(その５)」

及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調査)報

告書(平成16年度)」についての住民意見の概要及び博覧会協会の見解 

（住民意見の内、本環境影響評価追跡調査報告書に関連するものを対象としました。） 

意見の概要 見     解 

１ 手続き 

アセスメントの手続きについて撤去に係る

アセス方法書の段階から、市民の意見を積極的

に受け付けることがアセスの趣旨にかなうも

のと考えますが、なぜそのように周知を図らな

いのか。 

博覧会協会のアセスメントの手続きを定め

た要領では、追跡調査の手法等の作成、公表、

意見募集をする手続きは定められていません

が、これまでも追跡調査の手法等を公表し、そ

の後にいただいたご意見についても、環境影響

評価追跡調査報告書にいただいたご意見とと

もに、大臣助言等への見解に合わせて、ご意見

に対する見解を公表しています。また、この見

解を各メディアにお知らせすると同時にホー

ムページにも掲載しています。 

アセスの文書自体が入手しづらいこと、ま

た、文書だけでは理解しづらい記載、内容にな

っていることから、会場周辺の地元市町におい

て、撤去アセス及び2004年度モニタリング調査

報告についての住民説明会を、関係市町と共同

で、手続きの初期の段階で実施してください。

住民説明会を踏まえ、住民から意見募集を経

た上でなければ、関係市町長は住民の意見をき

ちんと反映したアセスに対する「助言」を形成

することはできないはずです。関係市町長に

「助言」を求める前に、住民説明会を実施して

ください。 

追跡調査の手法等や環境影響評価追跡調査

報告書については、公表時にホームページに掲

載するとともに、直ちに博覧会協会名古屋事務

所の市民コーナーに閲覧・貸出のための冊子を

用意しています。要領では、追跡調査の手法等

の公表を含め、説明会について定められていま

せんが、関係市町には報告書の内容を説明させ

ていただき、関係市町の説明会にも求めに応じ

て出席しています。 

市町長の助言形成について博覧会協会がコ

メントする立場にありません。 

２ 環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（その５） 

解体工事の規模を小さくするとともに、社会

的に無駄な投資を無くして、環境への影響を少

なくするため、長久手町浄化センターへの汚水

排水管は、わざわざ撤去するのではなく、長久

手町の意向も確経して、そのまま残して青少年

公園の排水処理に活用すべきである。 

博覧会協会が布設した汚水送水管について

は北熊橋までは撤去するという前提で予測評

価を行っており、北熊橋から浄化センターまで

の区間についてはそのまま残して活用するよ

う聞いています。 

建設工事の時と異なり、工事中のモニタリン

グが貴重動物のオオタカ等に限られている。建

設工事でさえ、多くの問題が大気、騒音などで

出てきたのだから、全項目について工事中モニ

タリングを実施し、直ちに公表、適切な対応を

とる体制とすべきである。 

工事中に実施する項目については、環境影響

評価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平

成16年度）に示しており、オオタカ等に限って

いません。 

現地調査時期が項目でばらばら。大気は15

年度、騒音、振動は14年度、水質は10年度、動

植物は16年度、触れ合い活動の場は10年度、こ

予測・評価においては最新のデータを使用し

ています。しかし、大気質、騒音、振動、水質

及び触れ合い活動の場では、会期終了後の工事
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れらの正当な理由はあるのか。 直前では博覧会の影響を含んだデータとなっ

てしまうため、博覧会の工事や供用中の影響の

ない工事着手前の最新データを使用していま

す。 

工事用重機の稼働時間が、8時間となり、建

設工事までの稼動時間7時間より1時間多く18

時までの計画にしてあるが、充分な検討をして

あるのか。 

工事量と工事期間を検討した結果、1時間多

い計画としています。 

各駐車場の大気予測で、改変するはずの位置

に面源位置が不足している。 

工事計画に基づき、最大工事量の時期を予測

対象時期に設定し、その時期の工事量、工事区

域を設定していますので、予測対象とした時期

に工事を行わないエリアについては、面煙源に

含めていません。 

工事用重機の燃料消費率が以前のアセス書

（Ｈ14．3）より増加しているものがある（ク

ローラクレーン50t 0.037→0.070）。どちらが

正しいのかを確認するとともに、予測条件はど

ちらを用いてあるのかも確認する必要がある。

以前のアセス書である環境影響評価書（案）

（平成14年3月）ではクローラクレーン50tにつ

いて記載の間違いがありました。修正評価書

（平成14年6月）及び今回の環境影響評価追跡

調査（予測・評価）報告書（その５）において

は、燃料消費率0.070として予測を行っていま

す。 

大気質の予測条件で一般車両は、建設時のア

セスに用いた14年度の現況値であるが、いつの

まにか値が変更されている部分がある（長湫１

時間値９時、八草１時間値10時、石田１時間値

８時、上ノ山１時間値10時）。どちらが正しい

のかを確認するとともに、予測条件はどちらを

用いてあるのかも確認する必要がある。 

ご指摘の大気質の部分は、環境影響評価追跡

調査（予測・評価）報告書（その２）での一般

車の交通量ではないかと考えられます。環境影

響評価追跡調査（予測・評価）報告書（その２）

では、平成14年度の四季に測定した平均値を時

間毎の設定交通量としています。 環境影響評

価追跡調査（予測・評価）報告書（その５）で

は、改めて検討した結果、平成14年度の秋季と

冬季には博覧会の工事車両が含まれるため、平

成14年度の工事着手前となる春季と夏季の二

季平均値を設定交通量としています。従って、

同じ時間帯でもその２とその５と交通量の値

は異なることになります。 

予測条件で散水車を使うにもかかわらず、ま

た、建設時には「回避又は低減のための方針」

に含まれていた「散水の実施等による粉じんの

飛散防止」が欠落している工区がある（八草タ

ーミナル、全ての駐車場）。 

八草ターミナル工区と自家用車駐車場工区

の粉じんについては影響が軽微であるとして、

手法の段階で環境要素から除外しており、除外

した項目については「回避又は低減のための方

針」に記載していません。 

ヘリコプター騒音は、方法書で約束したＬAE

（単発騒音暴露レベル）で予測・評価していな

い。小規模飛行場環境保全暫定指針（平成2年9

月18日 環大企342）に基づき、ＬAEから、Ｌ

denによる評価をすべきである。 

ヘリコプターによる機材・廃材等の運搬に伴

う騒音への影響の予測・評価手法については定

まった手法はなく、本環境影響評価では学識経

験者のアドバイスを頂きながら選定していま

す。今回はさらに建設時のモニタリング結果も
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考慮し、建設時と同様の方法で予測・評価して

います。 

工事用重機の騒音パワーレベルが以前のア

セス書（Ｈ14．3）より増加しているものがあ

る（クローラクレーン 50t 104→105）。減

少したものもある（バックホウ 0.8m3 114

→106）。どちらが正しいのかを確認するとと

もに、予測条件はどちらを用いてあるのかも確

認する必要がある。 

工事用重機の騒音パワーレベルについては、

出典とした文献値と備考に示したような、実際

に使用する工事用重機の規格を考察し、文献値

の規格にない場合は、類似の重機の値を参考に

騒音パワーレベルを設定しています。この結

果、今回の解体工事においては、クローラクレ

ーンについてはホイールクレーン等の他のク

レーンと規格と大きさの整合をとることでク

ローラクレーン50ｔは105dBと値が上がってい

ます。また、バックホウの規格は出典によれば、

平積み0.6m3が山積みで0.8m3に相当します。同

様に平積み0.8m3は山積み1.2m3に相当しますが

実際の工事に当たっては、山積みを使用するほ

うが現実的であることから、バックホウ0.8m3

については平積みから山積みに見直し、平積み

0.6m3による106dBとして予測を行っています。

工事用重機の振動－レベルが以前のアセス

書より極端に増加しているものがある（バック

ホウ 0.8m3 58→63）。どちらが正しいのか

を確認するとともに、予測条件はどちらを用い

てあるのかも確認する必要がある。 

工事用重機の振動レベルについては、出典と

した文献値と備考に示したような、実際に使用

する工事用重機の規格を考察し、文献値の規格

にない場合は、類似の重機の値を参考に振動レ

ベルを設定しています。 

また、「建設機械の騒音・振動データブック」

によれば、騒音対策のあるバックホウを使用し

た場合には振動の値が上がることから、安全側

に想定するため、今回の解体工事においては、

バックホウ0.8m3については、平積み0.6m3に見

直したうえで、振動レベルを63dBとして予測を

行っています。 

水質予測条件の基本となる降雨量が以前の

アセス書（Ｈ14．3）の約半分に設定してあり、

建設工事より３倍の改変量であるにもかかわ

らず、SS予測値が約1/3と常識外の値となって

いる。 

24時間雨量は、修正評価書(平成14年6月)で

は50mm、今回の環境影響評価追跡調査（予測・

評価）報告書（その５）では44.5mmで設定して

おり、雨量としては大差ありません。改変部面

積が建設工事に比べ３倍となっているのは、瀬

戸会場に加えて瀬戸ターミナル等を加えてい

るためですが、沈砂池面積も４倍以上になって

おり、妥当な予測値と考えています。 

水質の現地調査（10年度）は値が小さすぎる。

矢田川（天神橋）で例えばＢＯＤ（年４回）が

1.6～2.4mg/lとなっているが、国の調査（年12

回）では1.8～9.0mg/lとなっている。全窒素、

全燐はもっと極端である。測定手法に問題があ

水質の調査は「水質汚濁の環境基準につい

て」等に準拠して実施しています。ＢＯＤにつ

いても年４回の調査結果が年12回の調査結果

の範囲にほぼ含まれていることから、現地調査

結果は妥当なものと考えています。 
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るのではないか。 

土壌（表土）について、県条例の届出対象以

上であるにもかかわらず、しかも全体として8

万ｍ3は場外搬出することがはっきりしている

のに、「工事規模からして環境への影響は軽微

なものと考えられる」ことから、「環境要素か

ら除外した」としているのは問題がある。 

土壌（表土）の工事による影響は土壌流出に

よる影響を予測・評価するものですが、今回の

解体撤去工事では既改変地で行われることか

ら、保全すべき土壌の流出が想定される規模は

小さなものと考えられ、環境要素から除外した

ものです。 

建設工事の時より約6倍になり、大きな問題

が発生すると想定される、廃棄物排出量の予測

手法が示してない。また、36万人の工事作業員

からの廃棄物発生量さえ示してない。 

解体工事による廃棄物発生量は建設工事に

比べて多くなることはやむを得ないと考えま

すが、如何に減らしてゆくかが大切であると考

えます。 

廃棄物については、排出量の94％を再資源化

することとしており、更に再資源化が向上する

よう努めることとしています。 

工事作業員に伴い発生が見込まれる廃棄物

は、地元自治体や一部事務組合の指導に従い、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律などを遵

守し、全量、適正に処理することとしています。

触れ合い活動の場では、「工事車両の運行台

数は～建設時の運行台数よりも少なく」とある

が、大気、騒音・振動の予測で工事車両が増加

することに矛盾する。 

触れ合い活動のアクセシビリティの変化は、

瀬戸会場周辺の「吉田口」を運行する工事車両

の影響を受けますので、この「吉田口」を運行

ルートとする車輌のみの計画運行台数を合計

しています。その結果、建設時の運行台数より

も少なくなっています。 

温室効果ガス等の予測で、工事用重機の延べ

稼働台数が欠落しているものがある（大型ブレ

ーカー、鉄骨カッター、深礎重機、杭打ち機、

バイブロハンマー）。 

環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書

（その５）の表１－９－２において、大型ブレ

ーカー、鉄骨カッター、深礎重機、杭打ち機、

バイブロハンマーの項目の記載が抜けており

ました。大型ブレーカーは、瀬戸会場工区312

台、長久手会場工区160台、鉄骨カッターは瀬

戸会場工区70台、深礎重機は瀬戸会場工区44

台、杭打ち機は長久手会場工区81台、バイブロ

ハンマーは瀬戸会場工区2台、長久手会場工区3

台、八草ターミナル工区6台です。なお、予測

結果はこれらの工事用重機の台数も加味して

います。 

この訂正については、別添の「2005年日本国

際博覧会に係る環境影響追跡調査（予測・評価）

報告書（その５）の訂正について」に掲載しま

した。 

本来の「追跡調査」といえば、着工の基礎と

なる最終的な環境アセスメントの評価予測が

あたったかどうかを検証する「事後調査」のこ

博覧会事業は、環境影響評価法においては、

環境影響評価が必要とされる事業ではありま

せんが、環境影響評価法の趣旨を踏まえた環境



 

28 

意見の概要 見     解 

とをいうものである。すなわち、これまで追跡

調査としてすすめられてきた(予測その1～そ

の5)については、本来ならば2002年6月に公表

された「修正評価書」に記載されるべきもので

あった。 

その意味で、これら「追跡調査」として行わ

れたものは、それ自体、本来あるべき環境アセ

スメントから逸脱しているものといわざるを

得ない。 

影響評価を要領に基づき行っています。その中

で、計画の熟度が低いものについては評価書公

表後に調査、予測・評価することとなっていま

す。本事業は万博という事業特性のため、段階

的に熟度が高まっていくという特徴があり、

2002年時点では計画熟度が低かったものにつ

いて、環境影響評価追跡調査報告書において、

計画熟度が高まった段階で順次予測・評価して

きました。 

会期終了後の会場撤去工事に伴う環境への

影響について、今回のアセス文書が公表されて

いるわけで、その内容(今回の予測通りに会場

撤去工事が進行したかどうか)については、博

覧会協会が責任をもつべきは当然と考えられ

るが、撤去工事終了とともに博覧会協会自体も

消滅してしまうのであれば、このアセス文書に

示された予測評価が、仮に誤っていても、その

責任を誰がとるのかが明確でない。博覧会協会

の解散後について、環境アセスメントの責任の

所在はどこにあるのであろうか。今回の報告書

にはそのことには触れられていない。 

会期終了後の工事に伴う環境への影響につ

いては、工事終了時まで博覧会協会はモニタリ

ング調査を実施することとしており、会期終了

後の工事に伴う環境影響調査として行った予

測・評価に対して責任を果たせるものと考えま

す。 

跡地利用について何の計画も具体化をしな

いまま、万博だけは開幕し、そろそろ閉幕が近

づいてきたこの時点になっても、「撤去工事」

のみのアセスで済ませようとする態度は、真摯

に環境アセスメントに取り組むものとはいえ

ない。 

（他に同趣旨２件） 

この環境影響評価追跡調査（予測・評価）報

告書（その５）は、会期終了後の工事に伴う環

境影響調査として、平成１４年６月に公表され

た修正評価書の環境要素－影響要因マトリク

スにおいても工事中だけを対象にすることを

明確にしています。 

本環境影響評価追跡調査報告書では、現段階

では安全側に立った想定しうる最大規模の影

響をアセスメントすることで、工事中の環境へ

の影響を予測・評価しています。施設等が残る

ことについては、工事計画を変更する場合で

も、工事最盛期の工事量は増大させないよう工

事の平準化を図っています。 

瀬戸市上ノ山町・長久手町長湫・豊田市八草

町等において、工事用車両の走行による「浮遊

粒子状物質」及び「自動車交通騒音」の予測評

価値が、環境基準値を超えている。いずれも、

バックグラウンド値が環境基準値と同程度又

はすでに超えているものの ①工事の平準化

②工事規模に合わせた工事用重機の適正配置

と効率的使用③工事規模に合わせた工事用車

両の効率的使用④機材・廃材等の搬入ルートの

工事による影響についてはできる限り負荷

を低減することが必要と考えます。バックグラ

ンド値が環境基準値と同程度又は既に超えて

いる地点については特に回避又は低減のため

の方針を徹底し、更なる環境保全対策を促進す

ることにより、博覧会協会が原因とされる環境

への影響を、より少なくすることを心掛けてい

ます。 
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分散化 等の保全対策を徹底することにより

「環境への影響は回避又は低減が図られる」も

のと評価をしている。 

しかし、このことは、もともとバックグラウ

ンド値が高いから、少々の上積みはやむを得な

いとして評価しているが、はたして環境万博を

目指している愛知万博の精神からみて問題で

はないでしょうか。 

廃棄物については、いわゆる３Ｒが問題とな

る。リデュース、リユース、リサイクルである。

報告書もこれに沿ってまとめている。しかし、

ここでの特徴は、評価がきわめて抽象的な言葉

で飾られていて、どうしてそのような予測評価

が出来るかについて明らかにされていない。 

廃棄物の予測方法は要領で示されており、

「事業計画における廃棄物等の各発生諸元等

をもとに、既存事例の引用・解析等により廃棄

物等の種類毎の発生量を把握することによる。

また、予測に当たっては、減量化率、再利用率

等を踏まえるとともに、廃棄物等の処分方法を

明らかにするものとする。」とされていますの

で、本環境影響評価追跡調査報告書においても

その方針で記載しています。 

報告書はそれぞれの材質について再資源化

率を算出している。それによると、おおむね95

～99パーセントの再資源化率になり、これは当

初予測の95パーセントを超える数字である。も

っとも金属くず、その他を合計すると94パーセ

ントという数字になっている。 

しかし、この数字の根拠は何なのだろうか。

処理の内容は、破砕処理、分別回収などである

が、ではその再資源化されたものは、どこにど

のように再利用されていくのだろうか。本当に

全部資源として再利用されるのであろうか。 

修正評価書(平成14年6月)においては再資源

化率を95％として予測し、建設に当たっては更

に再資源化率を向上させるよう詳細設計、建設

してきました。今回の予測に当たっては、建設

した部材等の内容を元に、解体する業者が算出

した再資源化率を示したものです。なお、特定

建設資材廃棄物については建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律の規定もあるこ

とから、95％以上の再資源化を行います。 

解体工事に伴う影響というのなら、解体しな

いよりも、する方が環境影響が出ることは明ら

かである。会場をそのまま閉幕後も、別の目的

ででも再利用すれば、解体工事自体が不要であ

って、環境影響は最小にできよう。それよりは、

この工事による影響は増大するのである。しか

も前提は全部撤去である。残せるものは残す、

これこそリユースではないか。「せっかく作っ

たものをすぐ壊すのはもったいない」そういう

考え方は、この報告書にはかけらもない。 

本環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告

書（その５）では、工事による環境への影響を

予測・評価しており、工事影響が最も大きくな

る状況を想定して行っているものです。なお、

関係機関との検討により施設が今後存置する

こともあることから、一部施設等が残ることに

なれば、工事量が減少することになり、環境へ

の影響も減少し、その面でも望ましいことと考

えます。 

今注目を集めているアスベストの問題につ

いても、今度の解体工事ではアスベストの問題

は全くないのか。材料には一切アスベストは使

われていないのか。元の青少年公園時代の建物

の多くが解体されたが、これらにはアスベスト

解体の対象となる施設等でアスベストは解

体されない施設の一部の部品に含有されてい

るのみで、他には使われておりません。当該施

設は、分解することなく、他地域に移設する予

定です。なお、元の青少年公園時代の建物の解
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は含まれていなかったのか。 体においては、廃棄物処理法に基づく「特別管

理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基

準」に従い適正に処理されたと聞いています。

「2005年日本国際博覧会に係る追跡調査の

手法等について(その5)」と、「2005年日本国

際博覧会に係る追跡調査(予測・評価)報告書

(その5)」、「2005年日本国際博覧会に係る環

境影響評価追跡調査（モニタリング調査）報告

書（平成１６年度）」は、「事業内容及び環境

影響評価項目」、「調査、予測及び評価の手法

（結果）」など、同じ内容・表現が繰り返し使

われている。調査地点や調査期間の違いによっ

て、結果も違いがみられることから、同じ内容

・表現が繰り返し使われたことに問題がある。

全体が通し番号になっていないために、見直し

をする時にどの項目の部分だったのか混乱が

生じる。 

追跡調査の手法等について(その５)は、平成

16年１月から12月までの調査結果を用い、追跡

調査(予測・評価)報告書(その５)及び環境影響

評価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平

成16年度）は、平成16年４月から平成17年３月

までの調査結果を用いています。これは、その

報告書をまとめる段階において最新の１年間

のデータ用いているからです。 

しかし、双方とも植物及び動物の主要な調査

期間である４月から12月までの期間を含んで

いるため、その期間の調査結果としては、ほぼ

同じ内容となりますので、同様の内容、表現を

使用することとなります。 

元の環境に戻すことを前提とするのでなく、

現在の駐車場は生物の棲める環境でないので

問題なしといっている。｢会期終了後の工事に

伴う環境影響｣は、解体工事中にだけ言及する

ものではない。 

｢会期終了後の工事に伴う環境影響｣は、解体

工事中を対象にしています。 

なお、駐車場で確認されている注目すべき動

物種については、本環境影響評価追跡調査（予

測・評価）報告書（その５）の対象とはしてい

ませんが、解体時においても工事期間中は保全

地を維持し、工事区域での営巣や産卵を防ぐこ

とにより動物への工事による損傷を回避する

など、環境保全措置は取ることとしています。

「工事中の騒音による影響」においては、忌

避反応が想定されるオオタカ、ハチクマ、ムサ

サビ、繁殖鳥類については「繁殖期の値ではな

い、これより低い、影響を与える騒音レベルの

閾値を特定できないため、予測には不確実性が

残る。」とされているが、それゆえに保全措置

が必要ではないのか。オオタカの飛翔軌跡の繁

殖期と非繁殖期とはほぼ重なっているが、非繁

殖期であっても追い出しの可能性は繁殖期よ

りも定地性が低いだけに多いと考えられない

だろうか。 

オオタカ、ハチクマ、ムササビ、繁殖鳥類に

ついては専門家のご意見をもとに繁殖期にお

ける影響が最も重要であると判断しており、繁

殖期における低減措置としては、騒音のピーク

がこれら鳥類の非繁殖期になるよう、工事工程

を組んでいます。 

ムササビの夜間照明について「工事中もムサ

サビの生息は変わらず確認されており、建設時

と同様の回避低減のための方針にしたがった

保全対策を実施することにより・・・ムササビ

の生息に影響を与える可能性は低いと予測さ

れた。」と書かれているが、どのような低減対

会場整備時において夜間工事は極力避け、照

明は最小限にし、外部への漏れをできる限り防

止する措置をとってきました。また、低騒音工

事用重機を使用するとともに、重機等の稼働の

集中を避ける工事工程とするなどの措置もと

りました。しかし、これらの措置のどれがどの
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策が行われ、効果をもたらしたのかを立証し、

その結果を是非生かしてもらいたい。ただ単に

その場を離れずに、巣箱のような人工の構築物

でも利用するしたたかさを持ち合わせている

のではないか。クレーンや足場を使い滑空を見

せたムササビ君と共存できる人工の森を展示

してはいかがでしょう。 

程度ムササビの生息維持に効果を発揮したか、

検証することは困難ですが、建設工事期のモニ

タリング調査結果を踏まえ、これらの措置は同

等に効果があるものと捉え、会期終了後の工事

の際も同様に実施していくこととしています。

また、これらの調査結果等については、今後の

他事業で活かせるよう、公表していきます。 

第４章 会場間ゴンドラ工区の解体工事の概

要で「ゴンドラ支柱を撤去した跡地は・・・植

生の回復を図る等の措置をとることとする。」

とあるが ここでいう「跡地」なるものは支柱

の基礎部分のコンクリートをも撤去したもの

として想定して良いのか。 

ゴンドラの解体工事では支柱の基礎部分の

コンクリートも撤去する計画です。 

第１節 影響要因の抽出にて「・・・重機の

稼働台数も限られること、残土の発生もほとん

どないことから影響要因から除外した。」とあ

るが「限られる」と「限られない」、「ほとん

どない」と「ほとんどないわけではない」の線

引きはどこでなされるのか？あいまいなのも

不安を誘う。 

重機の稼働は建設時と同様に、支柱の基礎周

りだけで、新たな改変は行いませんので、駐車

場等、面的な工事に比べ台数もごく少数に限っ

ています。また、残土については支柱の基礎部

分の整地であり、ほとんどないとしています。

第２節 環境要素の抽出で粉塵についての

記載で「周辺は山林がほとんどであることによ

り、環境への影響は軽微なものと考えられるこ

とから環境要素から除外した。」とあるが現在

過去の粉塵によっての健康被害が取りざたさ

れている真っ最中である。ゴンドラ支柱にアス

ベストが使用されているとは思いたくないが、

現在の粉塵への世間の見方からして いささ

か問題があるのではないか。そもそも第７支柱

から一般住宅までわずかな距離である。影響軽

微であると何をもって判断されたのか。 

ゴンドラの支柱にアスベストは使用されて

いません。 

粉じんの影響は、粉じんの発生する可能性を

検討しますが、第７号支柱は周囲が山林である

ことから、粉じん発生の元となる風速は弱まる

可能性が高いと考えられ、また上之山町（環境）

の気象の調査結果をみると、年間の主風向は北

西系及び、南東系であり、住宅側が風下になる

南西形の風はわずかであることから、粉じんの

発生による影響は軽微であると考えます。 

今回の報告書にある調査結果の概要のオオ

タカの飛翔軌跡ですが、観察地点の異なる瀬戸

会場工区と長久手会場工区の図が同じである

事は何を意味しているのでしょうか。 

これまでは瀬戸会場工区と長久手会場工区

の別々の飛翔軌跡を便宜的に示していました

が、有識者の方からオオタカの行動範囲は非常

に広く、個体識別もできていない等のご意見を

踏まえ、オオタカの全飛翔軌跡を一枚の図面に

表示する方がより適切であると判断したため、

現在のように瀬戸会場工区と長久手会場工区

の図が同じになっています。 

オオタカについては瀬戸会場の部分で記載

されていますが、ゴンドラの工事では、ヘリコ

プターの使用など大掛かりな事態が想定され

ているにもかかわらず、それらに対応する環境

「会期終了後の工事に伴う環境影響評価」に

おいては、解体・撤去に係る工事影響だけをみ

ており、工事影響としては、「ヘリコプターに

よる機材・廃材等の運搬」及び「重機の稼動」
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影響評価がほとんどなされていません。ゴンド

ラ工区として取り扱わなければ評価の意味が

ありません。ゴンドラ６、７号支柱の解体工事

は10－12月に行い、オオタカの繁殖期を回避し

ているので、オオタカは要素から除外されてい

ますが、この辺りはオオタカがハンティングな

ど高利用する空域であり、与える影響は避けら

れないので、要素に含めて評価を行うべきで

す。 

による猛禽類や繁殖鳥類への騒音影響が考え

られましたが、６号支柱及び森林内の７号支柱

の解体工事を10月から12月に実施することと

し（ヘリコプターの使用を含む。）、オオタカ

の繁殖期及び繁殖鳥類の繁殖期を回避してい

ることから、予測評価の対象から除外していま

す。 

オオタカに関する影響としては、どの時期よ

りも繁殖期に係る影響が最も大きいものと考

え、この繁殖期の影響をいかに回避・低減でき

るかという観点から評価しています。このよう

な基本的考え方や影響の回避・低減策について

は、国際博会場関連オオタカ調査検討会のご助

言に沿って対応しています。 

本年、６月に開催されたオオタカ検討委員会

や、地元で調査活動をされる方のご報告によれ

ば、今期、ゴンドラルート付近ではオオタカは

営巣できず、そこから離れた場所での営巣も放

棄された可能性があるとのことです。このよう

に既に影響が認められる状況があるにも関わ

らず、アセスの要素からも除外し評価を行わず

して、どのようにしてオオタカの保護をはかる

ことができるのでしょうか。 

「会期終了後の工事に伴う環境影響評価」に

おいては、会期終了後の工事に伴う環境影響を

予測・評価するものであり、建設工事中である

平成16年４月から平成17年３月までの繁殖期

において、オオタカが繁殖している事実に基づ

き、６号支柱及び森林内の７号支柱の解体工事

を10月から12月に実施することなどの環境配

慮事項をとりまとめました。これらを踏まえた

上で、オオタカの繁殖期及び繁殖鳥類の繁殖期

における６号支柱及び森林内の７号支柱の解

体工事を回避していることから予測・評価の項

目から除外しています。 

なお、オオタカは自然状態においても営巣地

の変更や営巣を放棄することはあり、今年の調

査結果のみを用い、直ちに博覧会工事による影

響が有ったと判断することは非常に困難であ

り、会期終了後の工事中においても引き続きモ

ニタリング調査を行うこととしています。 

ゴンドラ工区の注目すべき植物種に、ゴンド

ラ支柱近く及び改変の影響を受ける位置に確

認されているはずの絶滅危惧種・カザグルマ、

シラタマホシクサが、撤去のアセスにもモニタ

リング報告にも、どこにも名前が見当たらない

のはなぜか。 

（その他同趣旨１件） 

カザグルマ、シラタマホシクサに関しては、

環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書（そ

の２）における予測・評価の検討過程において、

これらの生育地及び生育地近傍における地形

改変等を回避したこと、モニタリング調査及び

会期終了後の工事に伴う環境影響評価におい

て設定した調査対象地域では、モンゴリナラ、

カンアオイ類及びウンヌケ以外の注目すべき

植物種の生育は確認されなかったことから予

測・評価の対象とはしていません。 

大観覧車や瀬戸会場の水素ガスステーショ 大観覧車や水素ガスステーションについて
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ン、瀬戸会場の大皿については、全撤去を基本

として取り組み、評価すべきでないか。 

（その他同趣旨１件） 

は、解体撤去する施設として予測・評価してい

ます。なお、瀬戸市が設置した大皿は博覧会後

も、そこに残されるものと聞いています。 

撤去工事終了までの環境影響評価は、これま

での手続きに沿って行うべきと考えます。貴協

会が解散されるなどの問題は、愛知県と相談さ

れ、しかるべき愛知県の部署に引き継ぐなどし

て、アセスは最後まで全うすべきです。 

博覧会協会は撤去工事終了まで、追跡調査計

画に従い追跡調査を実施します。工事終了後に

も追跡調査が必要となる場合には、会場跡地の

管理予定者等と十分調整します。 

３ 環境影響評価追跡調査（モニタリング調査）報告書（平成 16 年度） 

「ダルマガエル」のモニタリング調査結果に

おいて、平成１６年５月のモニタリング調査で

は、１９１個体確認していたにもかかわらず、

その直後に地元小学生により保全区内へ２，４

１３個体の移植が行われた。過密な移植と非難

された結果、１０月には７１個体しか確認され

なかった。「評価」においては、「監視目標は

尾張旭駐車場周辺で生息が確認されること」と

なっており、「監視目標は達成されていると判

断された。」としていることは、アセスメント

における予測・評価の間違いを訂正することな

く、新たにモニタリング調査で予測・評価する

ことには問題がある。 

「ダルマガエル」のモニタリング調査は、環

境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書(そ

の３)の動物（注目すべき動物種）の予測・評

価において、「尾張旭駐車場整備に伴う影響は

回避または低減できるものと判断し、計画地及

びその周辺でのダルマガエルの生息を維持す

ることは可能であると判断した」としています

が、「しかし、個体の移入及び移入先での生息

維持、調整池への生息地の創出など環境保全措

置の効果に対しては、予測の不確実性を伴うこ

とから」としていることから、モニタリング調

査を実施することとしています。 

保全区はダルマガエルの生息維持をより確

実にするための措置として設けました。 

平成16年度のモニタリング調査では、尾張旭

駐車場内の保全区及び周辺域にダルマガエル

が生息していることを確認しましたので監視

目標は達成されていると判断しました。なお、

モニタリング調査において新たに予測・評価は

行っておりません。 

瀬戸会場工区の調査において、ほとけ沢のホ

トケドジョウがないが、その後どうなったので

しょうか。工事による影響を回避出来るとして

はずしておいたにもかかわらず、回避措置とし

て捕獲保護したのであれば、現在はどうなって

いるのでしょうか。その後の保全措置をも含

め、きちんとした説明があるべきである。もし、

工事の影響を心配してこの様な措置をとった

のであれば、モニタリング調査も含め保全措置

をとるべきである。 

ほとけ沢のホトケドジョウについては、会場

整備の際に沢に対する直接改変を回避してお

り、博覧会協会が行うモニタリング調査の対象

となっていません。なお、ホトケドジョウを捕

獲保護については、愛知県が専門家と相談しな

がら実施したものと聞いています。 

ギフチョウ、ハッチョウトンボの調査は相変

わらず目視調査である。ルート、面積、人数、

熟練度により、比較の精度が変わるものを同列

で並べて比較できるものではない。例えば、青

本環境影響評価では専門家とも相談しつつ、

現時点で従来から最も信頼性が高く一般的な

手法である目視調査を行っています。 



 

34 

意見の概要 見     解 

少年公園の閉鎖前の平成１２、１３年と閉鎖は

したが全く人が入っていない１４年、造成工事

の始まった１５、１６年と比較してみると、工

事のために大型車輌が入り、多くの人が往来す

る時期にギフチョウの成虫も卵も約倍近く増

えている。調査への主観的な影響が出ないため

に、誰にでも分かる客観的な、そして科学的な

手法を取り入れるべきである。 

ゲンジボタルが吉田川の一番下流と水路、環

境水田に多く見られたのは、自然発生している

とは考えにくい。吉田川に出来たビオトープで

はゲンジボタルの生息は難しいと考えられる

が、もともと生息していたと言われるものをも

含め、地元個体群のDNA鑑定をして、養殖説を

払拭していただきたい。如何にゲンジボタルが

飛んでいる時を強調しても、自然発生的にゲン

ジボタルが生息できる環境を再生しなければ

環境万博は見せかけだったと言うことになる

だろう。 

会場周辺の吉田川一帯では、会場整備に係る

工事前から現在まで、専門家の指導のもとに地

域住民によりゲンジボタルの保全活動が行わ

れています。その保全活動の一環として、市道

吉野３号線改修の際、吉田川やその周辺水路に

生息していた成虫から得た卵を孵化させた幼

虫を飼育していました。その一部を、環境水田

や吉田川にできたビオトープに放流したと聞

いています。 

調査結果の概要に「平成１７年繁殖期・・・

営巣地Ｅでは繁殖に関わる行動は観察されな

かった。」（予測・評価p211）とし、「影響は

回避又は低減されていると評価」（モニタリン

グp168）とあります。繁殖が絶望的なのに影響

回避との評価は納得できるものではありませ

ん。 

環境影響評価追跡調査（モニタリング調査）

報告書（平成16年度）のp168に示してある、「影

響は回避又は低減されていると評価」との文言

は、それぞれ過去の修正評価書（平成14年６月）

と環境影響評価追跡調査（予測・評価）報告書

（その２）の評価内容を再掲したものであり、

これを踏まえて「国際博会場間連オオタカ調査

検討会」から示された配慮事項に従うととも

に、予測の不確実性を考慮し、追跡調査を実施

してきた、その経緯を示しています。モニタリ

ング調査の評価は、その文言の次段落で、「存

在影響が確定する直前の平成16年度において、

瀬戸会場周辺において継続的にオオタカの繁

殖行動が確認されていることから、現段階では

監視目標は達成されていると判断される。」と

しています。 

また、環境影響評価追跡調査（予測・評価）

報告書（その５）のp211に示してある、「平成

17年繁殖期・・・営巣地Ｅでは繁殖に関わる行

動は観察されなかった。」との文言は平成17

年３月までの調査結果の概要を記載したもの

であり、引き続き平成17年度もモニタリング調

査を実施し、その結果をみた上で評価していく

こととしています。 
 


